
ソーシャルメディアポリシー 

制定：令和７年 10 月１日 

めぐみの農業協同組合 

 

 本ソーシャルメディアポリシー（以下、「本ポリシー」といいます。）は、めぐみの農業

協同組合（以下、「当組合」といいます。）が運営するソーシャルメディア公式アカウント

およびそれに付随するサービス（以下、「本サービス」といいます。）を利用するにあたっ

て適用されるものです。 

利用者は、本ポリシーをご確認の上、遵守していただきますようお願いいたします。 

なお、利用者による本サービスのご利用をもって本ソーシャルメディアポリシーにご承諾

いただいたものとします。 

 

第 1条（目的および適用範囲） 

本ポリシーは、当組合が運営する Instagram 等のソーシャルメディア公式アカウント

（以下「本サービス」といいます。）の利用にあたり、利用者が遵守すべき事項を定める

ものです。本ポリシーは、本サービスを利用するすべての方（閲覧者・投稿者を含みま

す。）に適用されます。 

当組合は、ソーシャルメディアを組合員・利用者・地域の皆さまとの大切なコミュニケ

ーションの場と考えています。ソーシャルメディアを利用してＪＡの業務、取り組み、イ

ベント情報等、利用者に有用な情報を発信することを通じ、利用者の利便性を高めること

を目的として公式アカウントを運用します。 

 

第 2条（利用者の責任） 

1. 利用者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、利用に関連して生

じた一切の結果について責任を負うものとします。 

2. 利用者は、当組合または第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用においてこ

れを解決し、当組合に一切の迷惑をかけないものとします。 

 

第 3条（禁止事項） 

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。 

1. 当組合、他の利用者または第三者の権利・財産・信用を侵害する行為 

2. 誹謗中傷・差別的な表現、わいせつ・暴力的な表現を含む行為 

3. 氏名・住所・電話番号など、個人情報を掲載する等プライバシーを侵害する行為 

4. 営利・宣伝目的の投稿 

5. 政治・宗教活動、選挙運動に関する行為 

6. 公序良俗または法令に違反する行為 



7. 虚偽情報やなりすまし行為 

8. 本サービスの運営を妨害する行為 

9. その他、当組合が不適切と判断する行為 

 

第 4条（知的財産権） 

1. 本サービスに掲載される文章・写真・動画等の著作権・商標権その他の知的財産権

は、当組合または正当な権利者に帰属します。利用者は、当組合および権利者の承

諾を得ずにこれらを複製、転載、二次利用することはできません。 

2. 当組合は、第三者が投稿した内容を広報等の目的で再投稿する場合があります。こ

の場合、著作権は原権利者に帰属しますが、当該権利者は再投稿に関し著作者人格

権を行使しないものとします。 

 

第 5条（コメント・投稿の削除等） 

当組合が発信した投稿に対する利用者からのコメントや、当組合に向けて行われた投稿

等が、本ポリシーに違反すると当組合が判断した場合、当組合は事前の通知なく当該コメ

ントや投稿を削除し、その他必要な措置をとることができます。 

 

第 6条（免責事項） 

1． 当組合は、ソーシャルメディアに掲載している情報の正確性、完全性を保証いたしま 

せん。また、掲載内容を予告なく変更、削除する場合があります。 

2． 当組合は、ソーシャルメディアに関連して生じたユーザー間のトラブルまたはユーザ

ーと第三者との間で生じたトラブルについても一切責任を負いません。 

3． 本サービス以外の SNS アカウントで、当組合の名称・ロゴ・写真等を不正に使用し

た「「なりすましアカウント」が存在する場合があります。当組合は、そのようなアカ

ウントの運営「・発信内容について一切関与しておらず、利用者が当該アカウントを利

用したことにより生じたいかなる損害についても、当組合は責任を負いません。 

4． 本サービスに関連して利用者から各 SNSプラットフォームの運営状況、機能、障害、

不具合等に関するお問い合わせをいただいた場合であっても、当組合はこれらに回答

することはできません。各 SNS の仕様・運営方針については、当該事業者にご確認

ください。 

 

第 7条（ソーシャルメディアポリシーの変更） 

当組合は、利用者の承諾を得ることなく本ポリシーを変更することができるものとし、

変更後は最新のポリシーが適用されます。 

 

第 8条（準拠法・管轄） 



本ポリシーの解釈および適用については日本法を準拠法とし、本サービスに関して生じ

た紛争は、当組合の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 


